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･
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著
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叫
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熱
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U
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吋
F
b
-

訂

ど
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f

O

:
訂
ロ
e

唱
P

註
日
e

已
O
f

H
訂
･

t

O
→

y

O
f

A
-

応
P

→
F

呂

宏
-

-

目

口
2 .

く
e

記
芹
y
)

A
乳
P

吋
-

旨
-

訂

F

･
i

日
g

H
O

声

琵
〉

申
U

m

ぎ
叫

e
t

P
}

-

諾
い

､

p

p
･

-

帥

＋

急
い

･

深

沢

宏

-

周
知
の

通
り

､

十
三

世
紀
初
め
か

ら

十
八

世
紀
末
頃
ま
で

､

イ
ン

ド

の

大
半
ほ
ム

ス

リ
ム

の

諸
王

朝
に

よ
っ

て

支

配
さ

れ

た
｡

こ

の

｢

ム

ス

リ

ム

･

イ
ン

ド
+

に

関
す
る

従
来
の

研
究
に

は
､

少
な

く

と

も

四
つ

の

特
徴

評

が

見
出
さ

れ

る
｡

第
一

は
､

ム

ス

リ
ム

支
配
下
の

イ

ン

ド

を
､

地

域

的

に
､

ダ
イ

ン

デ
ィ

ヤ

山
脈
を

境
と

す
る

北
部
イ
ン

ド

と

デ
カ

ン

と
に

二

分

す
る

こ

と
｡

第
二

は
､

こ

の

よ

う
に

二

分
さ

れ

た
ム

ス

リ
ス

支
配
地

域
の

( 9 5 ) 書

う
ち

､

北
部
イ
ン

ド

に
､

研
究
の

圧
倒
的
重
心

が

置
か

れ

て

い

る
こ

と
｡

デ
カ

ン

に

お

け

る
ム

ス

リ
ム

支
配
に

つ

い

て

は
､

戦
史

･

王

朝
史

､

宮
廷

文
化
史
に

関
す
る

若
干
の

研
究
が

見
出
さ

れ

る

に

過
ぎ

な
い

の

に

対
し

､

北
部
イ
ン

ド

に

つ

い

て

は
､

か

か

る

分
野
の

ほ

か

に

も
､

例
え

ば

統
治
機

構
､

司
法
機
構

､

社
会
経
済
生

活
の

各
分
野
に

関
し
て

幾
つ

か

の

優
れ

た

(

1
)

研
究
が

発
表
さ

れ

て

い

る
｡

第
三

は
､

北
部
イ
ン

ド

に

お

け
る

ム

ス

リ
ム

時
代
を

､

十
三

世
紀
初
め

か

ら

十
六

世
紀
中
葉
ま

で

の

｢

デ
リ

ー

諸
王

朝

時
代
+

と
､

十
六

世

紀
中
葉
か

ら

十
八

世
紀

末

頃
ま

で

の

｢

ム

ガ

ル

時

代
+

と
に

大
き

く
二

分
す
る
こ

と
｡

第
四
は

､

右
の

二

つ

の

時

代
の

う

ち
､

デ
リ

ー

諸
王

朝
時
代
に

関
す
る

研
究
に

比
し

て
､

ム

ガ
ル

時
代
に

関

す
る

そ
れ

が

か

怒

り

多
い

こ

と
｡

こ

れ

は
､

前
の

時
代
に

比
べ

て
､

ム

ガ

ル

時
代
に

書
か

れ

た

史
書

､

伝
記

､

公
式
文
献
が

は

る

か

に

多
く

残
っ

て

い

る

ほ
か

､

こ

の

時
代
に

イ
ン

ド

を

旅
行
し

た

西
欧
人
の

紀
行
や

､

オ

ラ

ン

ダ
･

イ

ギ

リ
ス

･

フ

ラ
ン

ス

各
東
イ
ン

ド

会
社
の

記
録
も

使
用
さ

れ

得

る

と
い

う
事
情
に

よ

る

の

で

あ

ろ

う
｡

｢

ム

ス

リ
ム

･

イ
ン

ド
+

研
究
に

お

け
る

以

上
の

諸
特

徴
の

一

環
と

し

て
､

ム

ガ

ル

帝
国
の

経
済
史
に

関
し
て

も
､

註
(

1
)

の

最
後
に

記
し

た

如
く

､

Ⅴ
･

H
･

モ

ア

ラ

ン

ド

氏
に

よ
る

三

つ

の

す
ぐ

れ

た

研

究
が

あ

る
｡

そ
こ

で

先
ず
こ

の

三

苔
の

内
容
を

簡
単
に

解
介
し
､

次
い

で

表
記
し

た
ハ

ビ

ー

プ

氏
の

新
著
に

見
ら

れ
る

新
ら

し
い

事
実
や

新
し
い

見
解
を

摘

記
し
､

最
後
に

若
干
の

感
想
を

記
し

た
い

と

思
う

｡

モ

ア

ラ
ン

ド

氏
は

､

イ
ン

ド

文
官
と

し
て

主
に

北
部
イ
ン

ド

に

長
年
勤

務
し
､

退

官
･

帰

国
し

た

後
､

こ

の

三

着

を

発

表
し

た
｡

第
一

の

書

《

h
)

乱
臣

已
叶

訂

b

昌
旨

曳

ゝ

雷
弓

-

§

篭

3
Q

邑
Q

乳
一

己
撃

-

諾
○
》

は
､

十
六

世
紀
末
か

ら

十
七

世
紀

初
頭
の

イ
ン

ド

社
会
を

､

消
費
諸
階
級
(

皇

帝
､

高

官
､

軍
人

･

兵
士

､

教

学
･

司

祭
者

､

従

僕
･

奴

隷
)

と

生

産
諸

r
ヘ

リ

階
級
(

農
民

､

手
工

業
者

､

商
人
)

と
に

二

分
し
､

各
階
級
の

経
済
生

活

朗
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巻

を

詳
し
く

研
究
し

､

そ

し
て

国
家
権
力
に

よ

る

生

産
詔
階
級
の

収
奪
が

甚

だ

苛
酷
で

あ
っ

た
こ

と

を

力
説
し

て

い

る
｡

第
二

の

書
《

句
で
Q

∋

ゝ

監
弓

訂

』

弓
§
笥

阜

頒

望

ど

身
叫

さ

計

賢
さ

記
Q

宝
3
吋

Q

已

各
喜

-

¢

N

豊

は
､

.
前
書
の

続
篇
で

､

一

六

〇
五

年
ア

ク
パ

ル

の

死
か

ら
一

⊥
ハ

五

八

年
ア

ウ

ラ
ン

グ
ゼ

ー

ブ

即
位
ま

で

の

五

十

余
年
間
の

経

済

的

変

化
.
を

跡
づ

け

る
｡

本
書
の

前
半
は

､

ま

ず
オ

ラ
ン

ダ
･

イ

ギ
リ

ス

両
東
イ
ン

ド

会
社
に

ょ

る

イ
ン

ド

貿
易
の

発
展
を

考
察
し

､

こ

れ
に

よ
っ

て

イ
ン

ド

に
お

け
る

一

部
の

商
人

･

手
工

業
者

･

農
民
の

生

産
と

所
得
が

か

な

り

増
大
し
た

で

あ

ろ

う
こ

と

を

検

討
し

た

後
､

そ
の

後
半
は

同
じ

時

期
に

､

ム

ガ

ル

宮

廷
･

高
官
の

奪
移
の

増
大

､

デ
カ

ン

ヘ

の

領
域
拡
大
に

伴
う
軍
事
費
の

増

加
､

人
民

に

対

す
る

収
奪
の

強
化

､

餞
饉
の

続
発
が

生

じ
た

こ

と
を

指
摘

し
､

そ
の

結
果
と

し
て

､

朝
貢
諸
王

領
内
や

都
市
へ

の

農
民
の

流
亡

と
ム

ガ
ル

帝
国
内
に

お

け
る

農
業
生

産
の

一

般
的
低
下

と
が

生
じ

､

こ

の

こ

と

が

そ
の

後
の

時
代
の

経
済
的
破

局
を

準

備
し

た
の

だ

と

強
調
し

て

い

る
｡

第
三

の

書
《

叫
+

訂

倉
言
1

訂
芦

着
払
へ

喜

色

き
乳
へ

ヨ

計
敷
き

白

訂
レ

き
1

訂

已

琵
旨
哩

邑
さ

葛
篭
邑

吋

Q

ぷ
一

浩
遥

は
､

十
三

世
紀

初
め

か

ら

十
八

世
紀

末
に

わ

た

り

主
と

し
て

北
部
イ
ン

ド

の

ム

リ
ス

ム

詔
王

朝
に

よ
る

地

租
の

査
定

･

徴
収
の

諸
方
法
と

詔
機
構
を

､

王

朝
の

順
に

概
観
し
た

も
の

で

あ

る
｡

本
書
の

内
容
を

詳
し

く

紹
介
す
る

こ

と

は

別
の

機
会
に

譲
る

｡

要
す

る
に

著

者
は

､

本
書
の

後
半
で

ム

ガ
ル

時
代
を

取
り

扱
い

､

H
ム

ガ
ル

帝

国
は

､

㌧

帝
憤
眉
轄
領
と

､

恭
順

･

朝
貢

･

軍
役
の

義
務
を

負
っ

て
､

内
政

自
治
を

認
め

ら

れ

た
ヒ

ン

ド

ゥ

諸
王

領
と
か

ら

成
っ

て

い

た
こ

と
､

臼
帝

国
直
轄
領
は

､

国
庫
収
入

地

(

打

F

巴
∽

且

と

官
僚
に

貸
与
さ
れ

た

恩
貸
地

(

j

P .

g
叫

ユ

と

に

分
け

ら

れ
､

直
轄
領
収
入

の

七

剖
乃
至
九

･

五

割
ほ

ど

は

恩
貸
地
に

属
し

た
こ

と
､

臼
ア

ク
パ

ル

の

時
代

､

北
イ
ン

ド
の

大
半
に

お

粥
ハ

0

い

て
､

作
物
別
平
均
反
当

収
量
が

測
定
さ
れ

､

そ

の

三

分
の

一

に

相
当
す

る

金
額
が

基
準
地

粗
密
と

定
め

ら

れ
､

そ
し

て

収
穫
期
ご

と
に

個
別
農
民

の

作
物
別
耕
地

面

積
が

実
測
さ

れ
､

そ

れ
に

基
づ

い

て

個
別
農
民
の

地

租

額
が

査

定
さ

れ

た
こ

と
､

軸
ア

ク
パ

ル

の

こ

の

査

定
･

徴
収
規
則
は

､

国

庫
収
入
地

に

お

い

て

だ

け
で

は

な

く
､

恩
貸
地

に

お
い

て

も

励
行
さ

れ

る

ぺ

き
も

の

と

定
め

ら

れ

た
こ

と
､

国
帝
国
直

轄
領
の

辺

境
諸
地

方
で

は
､

こ

の

規
則
は

実
施
さ

れ

ず
､

各
地

方
の

慣
行

的
査
定

･

徴
収
方
法
が

踏
襲

さ

れ

た
こ

と
､

閃
ア

ク
パ

ル

の

死
後

､

五

十
年
の

問
に

､

基
準
地

租
額
が

生

産
額
の

三

分
の

一

か

ら
二

分
の

一

に

引
き

上

げ
ら

れ

た
ほ

か
､

北

部
イ

ン

ド
に

お
い

て

も

個
別
農
民
の

耕
地
の

実
測
は

実
施
せ

ら

れ

ず
､

村
落

単

位
の

一

括
査
定

･

徴
収
が

一

般
と

な
っ

た
こ

と
､

細
苛
酷
な

地

租
収

奪
が

主
な

原
因
と

な
っ

て
､

十
七

世
紀
後
半

､

農
民
の

流
亡
と

農

業
生

産
の

低

下
と
が

生
じ

､

十
八

世

紀
に

は

更
に

中
央
に

よ

る

統

制
力
の

減

少
の

た

め
､

恩
貸
地

受
領
者

､

徴
税
官

､

徴
税
請
負
人

､

地

域

的
有
力
者
の

領
主

化
が

進
行
し

た
こ

と
､

印
ム

ガ

ル

時
代
を
一

貫
し
て

､

耕
作
は

農
民
の

権

利
で

は

な

く
､

義
務
と

考
え

ら
れ

､

従
っ

て
､

農
民
の

土

地

占
有
権
や

所

有
権
が

確
定
せ

ら

れ

た
の
･
は

英
領
時
代
の

産
物
で

あ
っ

た
こ

と

な
ど

を

論

じ

て

い

る
｡

モ

ア

ラ
ン

ド

氏
の

こ

の

三

書
､

中
で

も

最
初
の

二

書
に

は
､

ム

ガ

ル

時

代
の

経
済
状
態
を
一

九
一

〇
年
頃
の

そ

れ

と

比

較
す
る

こ

と
に

よ
っ

て
､

英
領
支
配
に

よ

る

イ
ン

ド

の

経
済
的
改
善

､

特
に

一

般
民

衆
の

そ

れ

を

指

摘
し

論
証
し

ょ

う
と

す
る

植
民
地

官
僚
的
関
心

が

明

瞭
に

う
か

が

わ

れ

る
｡

然
し
､

こ

の

点
を

考
慮
に

入
れ
て

も

な
お

､

彼
の

研
究
は

､

ム

ガ
ル

ト

+
r

恥
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一
.

中

経
済
史
研
究
に

お

け
る

優
れ

た

業
績
で

あ
っ

た
こ

と
に

異
論
は

な
い

で

あ

ろ

う
｡

ム

ガ
ル

経
済
史
に

関
す
る

限
り

､

彼
の

研
究
成
果
を

超
克
す
る
こ

と

は
､

少
な

く

と

も

当
分
は

困

難
で

は

な
い

か
､

と

思
わ

れ

た
｡

然
る
に

こ

の

困

難
を

克
服
し

､

戌
刊
の

文
献
史
料
の

ほ

か
､

彼
の

知
ら

な

か

っ

た
､

イ
ン

ド

及
び

イ
ギ

リ
ス

の

図

書
館

･

文
書
館
に

未
刊
の

ま

ま
で

収
蔵

さ

れ

て

い

る

多
数
の

文
献

･

文

書
を

活
用
し
て

､

ム

ガ
ル

農
業
史
研
究
を

一

歩
大
き

く

前
進
さ

せ

た

の

が
､

以

下
に

紹
介
す
る

ハ

ビ

ー

プ

氏
の

『

ム

ガ
ル

帝

国
の

農
業
制
度
』

で

あ

る
｡

(

1
)

北

部
イ

ン

ド

に

お

け

る

ム

ス

リ

ム

時
代
の

統

治

機

構
､

社

会
･

経
済

状

態
に

関

す
る

主

な

研

究

を

示

し
て

お

く
｡

A
･

統

治

機

構

(

-

)

戸

ワ

→
ユ
p

邑
E

‥

姿
∋
内

ゝ

葛
篭
訂

卑

近
ビ
レ

諌
喜

』
乱

∋
許
訂
叶

⊇
箪
Q

声

N

n

み

e
〔

r

A
ご
P

F
P

訂
d

､

-

漂
ひ

､

勺
p

.

i

く

＋

合
00

.

(

N
)

H
.

H
.
の
ロ

岩
∽

E
‥

づ
計

』
礼

ヨ
叫

已
紅

⊇
叶

許
さ

阜
叶

訂

払

已
訂
声

已
恥

且
っ

b
乳

ぎ

き
F

e
〔

r

内
p
→

P
O

E
u

-

漂
∞

､

勺

り

已
＋

い
ー

い
.

(

い

)

知
ま

訂

叫

さ

S

P
→

打
P
り

‥

-

巴
N

-

せ

ワ
A
.
甲
l +

芦

口
P

b

旨
已
-

P
‥

づ

訂
b

d

ま
さ

賢
P

‡
Q

芦

♪
｢

短
ビ
h

敦
∋

一
訂
恕
ヂ

N

ロ

a

e

d
.

}

A
】

】

P

F
P

b

P

早

-

芸
-

.

(

占

ナ

=
芦

き
q

訂
～

ゝ
軋

3
訂
訂
叶

⊇
叶

許
さ

〉

き
F

e
(

r

C

巴
○

已
t

P
-

ユ
ー

＋
N

設
.

(

u
)

S
.

押
.

∽

F

宅
ヨ
P
‥

岳
ビ
q

ぎ
～

q
Q

罠
?

芦

ヨ

票
叶

§
乱

』
丸

ヨ

訂
叫

紅
→

ま
叫

b

畠
-
せ
○

ヨ
♂
P

¥

-

や

ピ
､

七
p
.

H

ユ
ー

＋

N

苦
.

(

か

)

勺
.

∽
P
l

p

ロ
‥

→

訂

勺
言
e
叫

莞
訂
～

Q

等
等
さ

ヨ
氏

き
叶

♪
｢

へ

訂

短
ゴ
h

さ
已
h

(

-

誌
q

-
h

Q

怒
)

-

A
-

】

P

ビ

巴
〕

邑
､

-

窒
-

u
廿

り

已
く

＋

蓋
い

●

B
･

社

会

経

済
状

態

(

-

)

内
.

声

A
仏

官
巳

‥

ト

さ
や

さ
乳

(

宮
己
㌣

叶

;
さ
わ

阜

罫
缶

>
川

名
訂

旦
一

也
叫

さ

乳
だ
ら

ぎ
タ

ロ
e
】

E
､

-

巴
¢

も
p

.
対

当
ユ
i

-

＋
N

芦
(

N
)

ヮ

字

C

ど
胃
p
‥

姿
ヨ
恥

』

塙
等
外

わ

阜

姿
Q

邑
甲

缶

ヘ
ビ
N

叶

S
-

内

乱

S
-

叫

3
町

外

訂

恕
ビ
q

ぎ
～

ゝ

篭

(

-

訟
q

-
h

ヨ
)

○
〉

A
g
→

P
】

-
也

示

少

匂
p
.

-
-

-

＋
-

勺

＋
N

O

十

(

い

)

‥

芦

吋
P

巴
ロ
‥

ゝ

わ
0

3.
已

故
買
叶

胃
哩

阜

訂
訂
ヨ
計

}ヽ

邑
叫

串

(

一

等
u

-
一

道
恥
)

､

J
⊆
U

打

ロ
○

弓
∵

-

¢

笛
〉

匂

p

･

敷
く

＋
N

山

戸

(

e

→
.

内
.

河
p
)

占
F
p

仁

ロ

ビ
亡

ユ
‥

b

芸
m

苗
～

2
さ

丸

等

ゝ

告
e

-

§
乱

㍉

白

ぎ
3

思
→

-

S

訂
叶

言
乱

蔓
じ

叶

Q

遥

監
空

身

訂

富
Q

邑

已
監
葛
撃

C
已
q
ロ
t

t

p
-

-

諾
い

〉

句

中

ユ
ニ

＋
N

会
.

(

8

弓
一

H
一
呂
○
→

e
･

-

P

臼
(

r

.訂
蟄
P

已
叶

訂

b
昌

叶

計

♪
｢

』

監
聖

-
}

§

空

3
Q

邑
へ

托
だ

普
-

｢
○

β

中
ロ

n

こ
諾
○

も
p

.

已
＋
い

N

∞
.

(

か

)

ロ
○
●

‥

勺
言
∋
』

富
e

-

ざ

』

弓
S

･

笥

阜
串

托
已

丸
唱

訂

旨
蟄

S

空

き
Q

喜
叫

Q

已
監
葛
撃

F
O
ロ
{

ど
ロ

こ
¢

N

い
ー

p

p
.

已
-

i

＋
い

窒
.

(

O

D
O

∴

→

官

舎
言
3

.

§

畜
レ

告
ヨ

曳

転
Q

乳
化

∋

ト

邑
鼻
白

已
鼓

弓
叫

冨
N

琵

賀
哩

琶
叫

さ

宅
3
軋

許
諾

〉

C
a

冒

官
己

驚
)

-

¢

N

¢
一

句

p
.

舛

ま
ー

＋
N

課
(

→

e

p

ユ

已
e

払

-

ロ

A
ご

已
J

p

F
p

e
･

二

著
者
イ
ル

フ

ァ

ン

･

ハ

ビ

ー

プ

氏
(

一

九

三
一

-
)

は
､

イ
ン

ド

の

ア

リ

ー

ガ
ル

･

ム

ス

リ
ム

大
学
歴
史
科
講
師

｡

彼
の

父
ム

ハ

ン

マ

ド
･

ハ

ビ

ー

プ

氏
も

数
年
前
ま
で

こ

の

大
学
で

ム

ス

リ

ム

･

イ

ン

ド

の

歴

史
を

講

じ
､

今
は

隠
退
し

て

い

る
｡

本
書
は

､

著
者
が

一

九
五

八

年
オ

ッ

ク

ス

フ

ォ

ー

ド

大
学
に

提
出
し

た

学
位
論
文
を

大
幅
に

書
き

攻
め
た

も

の

で
､

そ
の

内
容
の

一

部
は

､

《

→
声
恥

ゝ

胃
葛
許
さ

〔

打
ま
ら

設

旦

罫
恥

竹
打
記

阜
叶

訂

き
q

ぎ
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訂

向
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胃
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已
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訂
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寛
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一

橋論 叢 第 五 十
一 巻 第 五 号 ( 9 8 )

紀
要
論
文
の

形
で

発
表
さ

れ
て

い

る
｡

書
名
に

示

さ

れ

て

い

る

如
く

､

本
書
の

扱
う
時
期
は

､

ア

ク

パ

ル

の

即

位
か

ら

ア

ウ

ラ
ン

グ
ゼ

ー

ブ

の

死
に

至
る

ム

ガ
ル

帝

国
の

最

盛

期
で

あ

る
｡

本
書
は

､

簡
単
な

序
言
に

続
い

て
､

次
に

示

す
九
章
と

四

補
論

､

史

料
文
献
目

録
､

略
語
表

､

追
加

･

正

誤
表

､

索
引

､

一

六

〇
五

年
頃
の

ム

ガ
ル

帝
国
の

地

図
一

枚
か

ら

構
成
さ

れ

て

い

る
｡

第
一

章

農
業
生

産
(

一

-
六

〇

頁
)

第
二

章

農
産
物
交
易
(

六
一

-
八

九

頁
)

第
三

章

農
民

生

活
の

物
質
的
状
態
(

九

〇

-
一

一

〇

頁
)

第
四

章

農
民
と

土
地

､

及
び

村
落
共
同
体
(

一

一

一

-
三

五

頁
)

第
五

章

郷
紳
的
領
主
(

N
p

m
-

-
ト

計
r

誌

一

三

七

1
八

九

頁
)

第
六

草

地

粗
(

一

九

〇
-

土
五

六

頁
)

第
七

草

地

租
の

貸
与

(

二

五

七

-
九

七

頁
)

第
八

草

地

租
の

授
与
(

二

九
八

-
三

一

六

頁
)

第
九
亭

ム

ガ

ル

靖
国
の

畠
業
的
危
機
(

三
一

七

-
五
一

頁
)

補
論
A

土

地
の

測
八

且

単
位

B

重

長
単
位

C

通

北
､

及
び

ル

ピ

ー

銀

貨
の

金
･

銅
価
値

D

地

机
凍

定
額

･

徴
収
額
表

右
の

九
草
の

う
ち

､

第
一

､

二
､

三

幸
は

農
業
経
済

､

第
四

､

五

章
は

農
村
社

会
､

第
六

､

七
､

八

草
は

地

租
行
政
を

論
じ

､

最
後
の

第
九

章
は

本
書
の

結
論
で

あ

る
｡

各

章
及
び

各
補
論
は

幾
つ

か

の

節
に

分
け
ら

れ

て

い

る
｡

本
書
は

､

モ

ア

ラ

ン

ド

氏
の

研
究
に

見
ら

れ

な
い

新
し
い

事
実
や

新
し
い

見
解
を

随
所
に

示

し
て

い

る

が
､

そ

れ

ら

を

此

処
で

網
羅
的
に

指

指
す

る
こ

と

は

紙
幅
が

許
さ

な
い

の

で
､

新
事
実

･

新
見
解
の

う
ち

主
な

舶
β

U

点
だ

け

を
､

以

下
に

摘
記
す
る

｡

第
一

章
｢

農
業
生

産
+

は

四

節
に

分
け
て

､

耕
作
の

地

域
的
範
囲

､

耕

作
手
段
と

澹
漑
設
備

､

主

要
農
産
物
と

そ
の

地

域
的
分
布

､

農
産
物
加
工

業
を

論
じ
て

い

る

が
､

内

容
の

多
く

は

既
に

モ

ア

ラ
ン

ド

氏
に

よ
っ

て

明

ら

か

に

さ

れ

て

い

る
こ

と

が

多
い

｡

特
に

新
し

い

点
は

(

一

)

十
七

世
紀

末
､

ム

ガ

ル

帝
国
に

約
四

十
万
の

村
落
が

あ

り
､

そ
の

約
半
数
の

耕
地

面

積
が

測
量
さ

れ

て

い

た
こ

と

を

手
懸
り
と

し

て
､

そ
の

頃
の

北
部
イ
ン

ド

に

お

け
る

耕
地

面

積
は

､

十
九
世
紀
末
の

ほ

ぼ

半
分
で

あ
っ

た

こ

と
､

(

二
)

現
代
の

イ
ン

ド

人
が

甚
だ

し

く

愛
好
す
る

馬
鈴
薯
と

居
辛
は
ム

ガ

ル

時
代
に

は

栽
培
さ

れ
て

い

な
か

っ

た
こ

と

な

ど
で

あ
る

｡

第
二

章
｢

農
産
物
交
易
+

は
､

ム

ガ
ル

帝

国
の

大
部
分
の

地

域
で

､

地

租
の

金
納
原

則
が

実
施
さ

れ

た

た

め
､

農
民

は

農
産
物
市
場
に

大
き

く

依

存
し
､

そ

れ
に

応
じ

て
､

地

域
的
特

産
物
の

長
距
離
交
易
や

､

一

般
農
産

物
の

地

域
内
売
買
が

活
発
に

行
な

わ

れ
､

農
産
物
価
格
の

季
節
的
及
び

長

期
的

変
動
も

著
し

か

っ

た
こ

と

を
三

節
に

わ

た
っ

て

研
究
し

て

い

る
｡

こ

の

事
の

内
容
も
モ

ア

ラ

ン

ド

氏
に

よ
っ

て

か

な

り

明
ら

か
に

さ

れ
て

い

る

の

で

あ
る

が
､

特
に

新
し
い

点
は

､

(

一

)

農
民
の

換
金
方

法

と

し

て
､

(

イ
)

個
別
農
民

が
､

各
自
の

農
産
物
を

最
寄
り
の

市

場
に

運
ん
で

商
人

に

売
る

方

法
､

(

ロ

)

町
の

穀
物
商
人
が

収
穫
期
に

村
を

訪
れ

て

買
い

取

る

方
法

､

(

ハ

■
)

村
に

居
住
す
る

商
人
乃

至

高
利

貸
が

買
い

取
る

方

法
の

三
つ

ぷ

ぁ
っ

た
こ

と
､

及
び

い

ず
れ
の

易
合
に

せ

よ
､

か

か

る

中
買
い

商

人
は

､

屡
々

地

方
官
意
と

結
託
し

て
､

農
産
物

を

買
い

叩
い

た

こ

と
､

(

二
)

十
六

世
紀
末
か

ら

十
七

世
紀

末
ま

で

の

百

年

問
に

､

北

部
･

東

′

▲

_
∫

.
噂



一
斗

!■

部
･

西
部
イ
ン

ド
で

､

ル

ビ

ー

建
て

主
要
農
産
物
価
格
が

二

～
二

二

倍
上

昇

し
た
こ

と
､

そ
の

理

由
は

､

こ

の

期
問
に

メ

キ
シ

コ

銀
の

流
入

が

激

増

し
､

銀
の

価
値
が

ほ
ぼ

半
減
し

た

た

め

で

あ

る

こ

と
､

そ

し

て

農
産
物
価

格
の

上

昇
に

応
じ
て

地

租
も

引
き

上

げ

ら

れ

た
こ

と

な

ど

で

あ

る
｡

(

著

者
は

､

金
･

銅
に

対

す
る

銀
此

価
の

下

落
を

補
論
C

で

詳
し
く

考

証

し
て

い

る
｡

)

第
三

草
｢

農
民

生

活
の

物
質
的
状
態
+

は
､

農
民
が

平
年
で

さ

え
､

地

租
の

重

圧
の

た

め
に

､

極
め
て

貧
し
い

衣
･

食
･

住
生

活
を
し

か

保
つ

こ

と
が

出
来
な

か
っ

た

上
､

屡
々

磯
饉
や

疫
病
に

襲
わ

れ
､

そ
の

た

び

に
､

逃
散

･

家
族
の

売
却

･

餓
死
の

危
機
に

沸
し

た
こ

と

を
二

節
に

わ

た
っ

て

述
べ

て

い

る

が
､

こ

れ

ら
の

点
は
モ

ア

ラ

ン

ド

氏
も

繰
り

返
し

て

茸
調
し

て

い

る

こ

と

で
､

特
に

新
し
い

研
究
で

は

な
い

｡

農
村
社
会
に

関
す
る

第
四

､

五

章
は

､

モ

ア

ラ

ン

ド

氏
の

研
究
に

は

見

ら
れ

な

い

新
事
実
を

多
数
示

し
て

い

る
｡

モ

ア

ラ

ン

ド

氏
に

よ

れ

ば
､

(

一

)

ム

ガ
ル

時
代

(

及
び

そ

れ

以

前
)

の

農
民

は
､

土

地
に

対

す
る

明

確
な

権
利
を

持
た

な

か
っ

た
｡

そ

し

て

(

二
)

十

七

世
紀
末
ま
で

､

ザ
､
､

､

-

ン

ダ
ー

ル

と
い

う
呼

称
は

､

一

般
に

朝
貢
的
諸
王

を

意
味
し
て

お

り
､

そ
の

ほ
か

に
､

帝
国
の

直
轄
領
内
に

も
､

同
じ

呼
称
で

呼
ば
れ

る

邪
神
的

評

領
主
層
が

存
在
し

た

か

ど

う
か

は

明
ら
か

で

な
い

と

さ

れ

た
｡

こ

れ
に

対

し
て

ハ

ピ

ー

ブ

氏
は

､

十
七

世
紀
の

記
録
に

基
づ

き
､

北

部

イ
ン

ド

に

｢

小

農
民

村
落
+

(

岩
首
各
州

5 .

-

-

品
e
)

と

｢

領
主
制
村
落
+

(

N

p

目
州

･

邑
野
山

( 9 9 ) 書

5 .

-

-

超
e

)

の

区

別
が

あ
っ

た
こ

と
を

指
摘
し

､

第
四

章
で

､

先
ず
｢

小

鳥

民
村
落
+

に

お

け
る

地

棒
､

村

落
構
造

､

村
役
人
に

つ

い

て

考
察
し
て

い

ラ

イ

ー

ヤ

ト

る
｡

(

一

)

小

農
民
は

､

2
巴

早
P
r

訂
b
･

∵
N

P

2
- .

ロ

な

ど

と

も

呼
ば

れ
､

土
地

の

所
有
権
乃

至
占
有
権

(

m
-

-

打
ナ

m
i

-

已
y

邑
)

を

保
持
し

､

そ

の

権

利
を

相
続

･

売
買
し

得
た

｡

(

二
)

然
し

同
時
に

､

か

か

る

農

民

は
､

国

家
の

た

め

に
､

そ
の

所
有
地
を

耕
作
す
る

義
務
を

負
い

､

そ
の

土

地

を

勝

手
に

放
棄
す
る

こ

と

は

許
さ
れ

な
か
っ

た
｡

即
ち

｢

土

地
が

農
民
に

属
し

た

と

同
時
に

､

農
民
も

土

地
に

属
し
た

｡

+

(

三
)

農
民

は

個
別
的
に

土

地

を

所
有
し

､

個
別
的
に

生

産
し

た
か

ら
､

当

然
に

農
民
の

問
に

は

貧
富
の

分
化
が

存
在
し
た

｡

然
し

同

時
に

､

彼
ら
は

屡
々

同
一

の

｢

血

族
団
体
+

に

属
し

､

政
府
権
力
と
の

接

渉
､

逃
散

､

村
費
の

管
理

･

支
出
な

ど
を

共

同
で

行
な
っ

た
｡

(

四
)

か

か

る

農
民
の

下
に

､

下
層
賎
民

か

ら

成
る

貞

▼

業
労
働
者
層
が

隷
属
し

､

各
種
の

雄
役
や

農
事
の

手
伝
い

に

従
事
し
た

｡

そ
の

ほ

か
､

村
に

各
瞳
の

手
工

業
者
や

サ
ー

ビ

ス

人
が

付

属
し
､

農
民

と

の

問
に

複
雑
な

分
業
関
係
を

持
っ

た
｡

(

五
)

各
村
落
に

は
､

世

襲
の

村

長
と

村

書
記
が

居
た

｡

村
長
は

村
内
の

治
安
と
地

租
納
入

に

つ

い

て

国
家

に

責
任
を

負
い
+

代
償
と

し

て

村
の

耕
地
の

二
･

五

%
の

免
税
所
有
又

は

村
の

地

租
の

二
･

五

%
の

役
得
と

､

村
の

荒
蕪
地

の

処
分
権
と

を

公

認
さ

れ

た
｡

村
書
記
は
地

租
の

一

%
の

役

得
､

そ
の

他
の

特

権
を

認

め

ら

れ

た
｡

第
五

章
｢

郷

紳
的
領
主
+

は

四

節
に

わ

た

り
､

一

力

村
､

そ
の

一

部
､

又
は

数
力

村
を

領
有
し
た

小

領
主
層
は
つ

い

て
､

そ
の

権
限

､

起

源
と

社

会
構
造

､

帝

国
政
府
と
の

関
連

､

朝
貢
的
詔

王

と

の

相

違
を

論

じ

て

い

る
｡

こ

こ

で

は

特
に

注
目
さ

れ

る

の

は

次
の

諸

点
で

あ

る
｡

(

一

)

少
な

く
と

も

ア

ワ

ド

地

方
の

一

部
で

は
､

領
主
村
の

農

民

は

地

権
を

失

な
っ

て
､

領
主
の

耕
作
民

と

な
り

､

村
役
人

も

彼
の

使
用
人
で

あ
っ

た
｡

(

二
)

Q
U

領
主
の

中
に

は

そ
の

所
領
の

地

租
を

集
め
て

国
家
に

納
め

た

者
と

､

地

租

朗
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の

徴
収
に

参
与
し

な
い

者
と
が

居
た

｡

い

ず
れ
の

場
合
に

も
､

所
領
の
一

剖
の

免
税
地

又

は

所
領
の

地

租
の

一

剖
を

伏
有
す
る

権
利
を

有
し

､

そ

し

て

所
領
内
の

治
安
に

責
任
を

負
い

､

屡
々

城
砦
を

構
え

､

兵
馬
を

保
持
し

た
｡

(

三
)

領
主
権
は

分
割

･

相

続
･

売

買
さ

れ

得
た

｡

(

四
)

同
一

郡

(

勺
a

ぷ
巴
-

且

の

領
主
層
は

屡
々

同
じ
血

族
団
体

に

属
し

た
｡

そ

し
て

か

か

る

領
主
制
の

起

源
は
ム

ス

リ

ム

の

侵
入

･

征
服
の

時
期
に

ま
で

さ

か

の

ぽ

る

と

思
わ

れ

る
｡

(

五
)

領
主
層
は

､

帝
国
政

府
に

よ
っ

て

地

方

支

配

機
構
の

一

環
と

見
徹
さ

れ

た
｡

然
し

領
主
の

側
で

は
､

国
家
権

力
に

抵
抗

し
､

そ
の

所
領
を

拡
大
し

ょ

う
と

す
る

傾
向

が

あ
っ

た
｡

(

六
)

朝
貢
諸

王

は
､

そ
の

武
力
と

所
領
が

大
規
模
で

あ

り
､

内

政
の

自
治

を

認

め

ら

れ
､

長
子

相
続
を

原
則
と

し
､

そ

し
て

帝
国
官
位
を

与
え

ら

れ

た

点
で

､

群
小

領
主
層
と

異
な
っ

た
｡

第
六

章
｢

地

租
+

は

八

節
か

ら

な

る
｡

こ

こ

で

は

次
の

諸
点
が

特
に

新

し

い
｡

(

一

)

北
部
イ
ン

ド

で
､

地

租
の

査
定
基
準
が

､

ア

ク

パ

ル

の

治

世
に

総
生

産
量
の

三

分
の

一

､

そ
の

後
の

治
世
に

二

分
の

一

と

定

め

ら

れ
､

そ
の

金
納
が

要
求
さ

れ

た

場
合

､

換
算
の

基
礎
に

さ

れ

た

価
椅
は

､

農
民
の

売
り

値
で

は

な

か
っ

た

と

推
察
さ

れ

得
る

か

ら
､

農
民
の

実
質
的

負
担
は

公
定
比

率
を

か

な

り

上

ま
わ
っ

た

で

あ

ろ

う
｡

(

二
)

モ

ア

ラ

ン

ド

氏
の

言
う

如
く

､

ア

ク

パ

ル

の

時
代
に

､

北
部
イ
ン

ド

で

個
別
農
民
の

耕
地

が

実
測
さ

れ
た

の

に

対
し

､

彼
の

死
後
こ

の

瓜
則
が

放
棄
さ

れ
て

､

村
落
単
位
の

測

淳
一

よ

る
一

括
査

定
が
一

般
と
な
っ

た

と

考
え

る
の

は

必

ず
し

も

正
し

く
な
い

｡

第
一

に
､

個
別
農
民
の

耕
地

を

実
測
し
､

そ

れ

に

基
づ

い

て

地

租
を

査
定
す
べ

し

と
の

行
政
理

想
は
ア

ウ
ラ

ン

グ
ゼ

ー

ブ

の

末
年
ま
で

存
続
し

た
｡

然
し

第
二

に
､

か

か

る

理
粕
廿

は

必

ず
し

も

実
施
さ

れ

る

こ

と

な

く
､

恐
ら

く

ア

ク

パ

ル

の

治
世
に

お

い

て

さ

え
､

村
落

単
位

5 0

の
一

括
査

定
が

通

常
で

あ
っ

た

と

思
わ
れ

る
｡

6

第
七

草
｢

地

租
の

貸
与
+

は
､

第
一

節
｢

恩
貸
地

と

国

庫

収

入

地
+

､

第
二

節
｢

地

租
行
政
の

機
構
+

か

ら

成
る

｡

こ

こ

で

特
に

新
し
い

点
は

､

第
二

節
の

後
半

､

各
郡
の

書
記
と

郡
長
の

役

割
を

述
べ

た

個
所
セ

あ

る
｡

(

一

)

郡
書
記
(

北
部
で

息
邑
貞
｡
､

デ
カ

ン

で

計
旨
p

呂
計

と

呼

ば

れ

た
)

は
､

各
郡

一

名
乃

至
二

名
を

原
則
と
し

､

郡
内
の

耕
地

面
積

､

地

租
の

査

定
･

徴
収
額

､

そ
の

他
の

記
録
を

作
成

･

保
管
し

､

政
府
の

地

方
官
や

恩
貸
地

受
領
者
の

代

官
に

よ
る

査

定
に

協
力
し

､

そ

し
て

査
定
嶺

の

決
定
に

は

彼
の

同
意
を

必

要
と

し
た

｡

か

か

る

職
務
の

報
酬
と

し

て

彼

は

地

租
の

一

定
歩
合
と

免
税
地

と

を

保
持

し

た
｡

(

二
)

郡
長
(

北

部
の

C

訂
已
F

喜
て

グ

ジ

ャ

ラ

ー

ト

の

d
e
∽

2
､

デ

カ

ン

の

計
∽

ど
日

日
打

F
)

は
､

通
例
郡
内
の

最
も

有
力
な

領
主
で

あ
り

､

各
郡

一

名

乃

至
二

名
を

原

則
と

し
､

地

租
の

査
定
に

同
意
し

､

そ

し

て

そ
の

徴
収
に

責
任
を

負
う
た

｡

彼
も

報
酬
と

し

て
､

地
租
の

一

定
歩
合
と

か

な

り

大
き

な

免
税
地

を

公

認

さ

れ

た
｡

(

三
)

こ

れ

ら

二

つ

の

役
職
は

､

勅
許
を

得
て

相
続
さ

れ

た
｡

第
八

草
｢

地

租
の

授
与
+

は
､

皇
帝

､

恩
貸
地

受
領
官
僚

､

朝
貢
諸
王

､

領
主
な

ど
が

､

数
学
者

､

医

師
､

特
殊
な

功
労
者

､

寺
院

､

学
校
な

ど
に

対
し

､

自
己
の

領
域
又

は

保
有
地
の

う
ち

一

定
地

域
の

地

租
収
入

､

又
は

一

定
面

積
の

未

耕
地

を
､

不

定
期
問

､

生

涯
､

或
い

は

永
久
に

授
与

し

た

こ

と

を

研
究
し
て

い

る

が
､

こ

れ

が

各
地

方
の

地

租
収
入

の

二

～
五

%
を

占
め

た

と
の

指
摘
を

別
と

す
る

と
､

特
に

新
し
い

点
は

見

出
さ

れ

な
い

｡

第
九

章
｢

ム

ガ
ル

帝
国
の

農
業
的
危
機
+

は
､

苛
酷
な
る

地

租
収
奪

､

特
に

恩
貸
地

に

お

け

る

そ

れ
が

､

ム

ガ
ル

帝
国
没

落
の

経
済
的
原
因
で

あ

一
′

ヰ

■声
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一
⇒

恥
一

斗

っ

た

と

主
張
す
る

点
で

､

モ

ア

ラ
ン

ド

氏
の

所
説
と

等
し
い

｡

然
し

､

モ

ア

ラ
ン

ド

氏
は

､

苛
酷
な

る

収
奪
の

た

め

に
､

農
民
が

朝
貢
諸
王

領
や

都

市
に

流
亡
し
､

そ

の

結
果
と

し
て

帝
国
内
の

生

産
が

減
少
し
た

と
い

う
の

に

対

し
､

ハ

ビ

ー

プ

氏
は

､

そ

れ

だ

け
で

は
な

く
､

十
七

世
紀
末
か

ら

十

八

世
紀
初
め
■
に

か

け
て

､

各
地

で

農
民

一

扶
が

頻
発
し

､

結
局
か

か

る

反

乱
が

帝
国
を

解
体
さ
せ

た
の

だ

と

主

張
す
る

｡

即
ち

彼
に

よ

れ

ば
､

(

一

)

農
民

一

揆
が

強
大
な

力
と

な

り

得
た

の

は
､

こ

れ
が

屡
々

領
主

層
に

指
導

さ

れ
､

こ

れ

ら
の

所

韻
拡
大
の

野
心
と

結
合
し

た

た

め
で

あ
る

｡

そ
の

最

も

顕

著
な

例
は

､

ジ

ャ

ー

ト

種
族
の

反
乱
と

､

マ

ラ

ー

タ

人
の

垣
頑
で

あ

り
､

特
に

後
者
こ

そ

は
､

ム

ガ

ル

帝
国
を

解
体
さ

せ

た

最
大
の

勢
力
で

あ

っ

た
｡

(

二
)

然
し

同
時
に

､

農
民

一
揆
も

そ
れ

を

指
導
し

た

領
主

層
も

､

小
地

域
ご

と

に

カ

ー

ス

ト
に

ょ
っ

て

分

断
さ
れ

て

い

た

ほ

か
､

韻
主
た

ち

の

経
済
的
利
害
関
係
も

､

相
互
に

至

る

と
こ

ろ
で

衝
突
し

た
｡

か

か

る

動

き
の

中
か

ら
は

､

新
し
い

秩
序
や

統
一

は

生

じ

得
べ

ノ

ト

も
な

か

っ

た
｡

ム

ガ

ル

帝
国
に

対

す
る

反
乱
は

､

イ
ン

ド

国
内
の

政

治
･

総
研
情
勢
を
一

層

混
乱
さ

せ
､

英
領
支
配
へ

の

追
を

開
く
に

と

ど

ま
っ

た
の

で

あ

る
｡

三

以

上
の

ほ

か

に

も
､

本
書
に

は
､

新
し
い

事
実
や

見
解
が

至
る

と
こ

ろ

で

見
出
さ

れ

る
｡

巻
末
の

四
つ

の

補
論
も

､

研
究
者
の

良
き

参
考
資
料
と

な

る
で

あ

ろ

う
｡

ま
た

､

未
刊
の

史
料

･

文
献
の

所
在
を

詳
し

く

記
し
た

頁
ご

と
の

脚
註
と

巻
末
の

史
料

･

文
献
目

録
も

､

今
後
こ

の

分
野
の

史
料

的
研

究
を

志
す
者
に

と
っ

て
､

か

け

が

え
の

な

い

手
引
き

と

な

る
に

違
い

な
い

｡

言
う
ま
で

も

な

く
､

本
書
に

示

さ

れ
た

新
事
実
や

､

そ

れ

に

基
づ

く

新
見
解
に

は
､

改
め
て

検
討
を

要
す
る

点
も

少
く

な
い

で

あ

ろ

う
｡

然

し

本
書
が
ム

ガ
ル

経
済
史
研

究
を

一

歩
大
き

く

前
進
さ

せ

た

そ
の

意
義
は

甚
だ

大
き
い

と

思
わ

れ

る
｡

そ

れ
に

つ

け
て

も
､

本
書
に

は

若
干
の

残

念
な

点
が

見
出
さ

れ

る
｡

第

一

に
､

各
章

､

更
に

は

各
節
の

論
旨
が

時
折
り

不

明
瞭
で

､

か

か

る

場
合

史
料
の

羅
列
に

終
始
し

て

い

る
｡

特
に

奈
美
経
済
を

論
じ

た

最
初
の

三
つ

の

章
に

こ

の

傾
向
が

著
し
い

｡

第
二

に
､

機
構
や

制

度
の

目
標
と

実
情
と

が

著
者
の

意
識
の

中
で

屡
々

混
乱
し
て

い

る
｡

第
三

に
､

史

料
の

多

く

が
､

一

般
読
者
の

参
照
し

得
な

い

未
刊
史
料
で

あ

る

か

ら
､

脚
註
に

は
､

史
料
の

所
在
だ

け
で

は

な

く
､

出
来
る

だ

け

原
文
を
も
二

ホ

し
て

も

ら
い

た

か
っ

た
｡

第
四
に

､

巻
凍
に

か

な
り

長
い

､

そ

し

て

時

折
り

重

要
な

追

加
･

正

誤
表
が

つ

い

て

い

る
｡

本
書
を

通

読

す
る

前
に

､

こ

れ

ら

の

追

加
･

正

誤
を

一

つ

一

つ

チ
ェ

ッ

ク

せ

ね

ば

な

ら

な
い

こ

と

も
､

本
書
の

欠

点
で

あ

る
｡

(

一

九
六

四

二
一

･

二

四
)

(

一

橋

大

学

講

師
)




